
近
世
初
期
肥
後
細
川
領
に
お
け
る
艇
村
栂
造
の
研
究
は
、
県
立
図
審
館
に
所

．
．
。
．
．
（
１
）
．
．
、

縛
綿
灘
職
職
織
懲
畔
殻
瀧
脇
灘
践
椛
織
誹

な
い
し
、
従
っ
て
今
迄
の
研
究
成
果
に
し
て
も
、
．
こ
ん
ご
の
検
地
帳
の
分
析
結

果
如
何
に
よ
っ
て
ば
覆
え
る
余
地
を
残
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
・
検
地
帳
の
分

析
侭
も
つ
．
と
芯
基
本
的
な
作
業
と
せ
和
ぽ
な
ら
な
い
？

談
近
世
に
お
け
る
石
高
制
を
考
え
る
に
当
っ
て
、
藩
的
支
配
と
村
と
の
間
に
介

・
。
。
．
。
！
。
・
・

在
す
る
検
地
帳
は
、
そ
れ
故
に
単
に
磯
民
の
土
地
所
有
の
実
態
を
示
す
ば
か
り

で
な
く
、
藩
的
支
配
と
農
民
と
の
対
応
の
所
産
で
も
あ
り
、
が
坐
る
意
味
に
お

い
て
も
検
地
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ

．

今
こ
上
で
検
地
の
そ
れ
ぞ
れ
を
概
観
す
る
紙
数
が
な
い
が
、
肥
後
の
検
地
は

お
よ
そ
次
の
如
き
も
の
で
あ
る

．
．
（
３
）
．

１
・
佐
々
成
政
の
検
地
天
正
一
五
年
領
内
に
検
地
指
出
を
命
ず

２
・
太
閤
検
噸
）
鍛
天
正
一
六
年
．
一
月
秀
吉
は
肥
後
の
検
地
を
命
じ
、
三
月
か

窟
：
寛
永
期
蜂
細
Ⅲ
川
領
庭
お
け
る
「
地
撫
」
に
つ
い
て

‐
は
じ
め
〆
に

ら
四
月
に
か
け
て
誠
弛
が
行
な
わ
れ
る
。

３
・
加
藤
氏
に
よ
る
検
弛

イ
、
天
正
一
七
年
の
検
地
天
正
一
七
年
一
一
月
か
ら
清
正
の
家
臣
を
検
地

奉
行
と
し
て
行
う
。
打
出
開
分
を
付
記
。
織
納
と
給
知
を
別
冊
と
す
。

弓
慶
長
初
年
の
検
地
、
天
正
検
地
の
手
直
し
と
承
ら
れ
、
天
正
以
後
の

開
を
加
え
る
。

ハ
、
慶
長
九
年
の
検
地
幕
府
に
御
前
帳
を
提
出
し
た
際
の
検
地
帳
で
、

天
正
検
地
を
反
映
し
て
い
る
と
さ
れ
、
実
際
に
こ
の
時
検
地
し
た
も

の
で
な
い
と
い
う
。
郷
帳
高
と
な
る
。

二
、
澱
慶
長
中
期
の
検
地
慶
長
八
年
ｑ
一
三
年
を
中
心
に
行
な
わ
れ
、
天

正
以
後
の
開
発
・
郷
村
再
編
成
の
実
態
を
把
握
。
現
高
と
な
る
。

ポ
、
雷
莱
期
の
地
縮
慶
長
中
期
の
検
地
の
手
直
し
と
思
わ
れ
る
が
、
検

凡
地
帳
は
現
存
せ
ず
い
か
な
る
性
格
の
も
の
か
明
確
で
な
い
。
（
第
一

表
参
照
）
．

４
．
細
川
氏
に
ょ
墨
赦

イ
、
寛
永
期
の
地
撫
軍
氷
一
○
年
か
ら
一
一
一
年
に
か
け
て
実
施
。
（
第

寿
三

郎
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(8)

ご
表
参
照
）
．

胃
宝
暦
・
鯛
和
期
の
地
引
含
下
蕊
裳
暦
七
年
三
月
田
添
源
次
郎

郡
方
横
目
に
任
ぜ
ら
れ
地
引
合
を
担
当
、
五
月
地
引
合
仕
法
帳
が
出

さ
れ
て
実
施
さ
れ
、
明
和
六
年
に
終
了
。

《
、
天
保
期
の
地
推
再
地
藍
》
文
政
八
年
か
ら
安
政
四
年
頃
に
か
け
て

《
こ
れ
ら
溌
篭
灘
灘
蕊
縄
嬢
鯉
鶏
蕊

あ
ｉ
が
、
本
稿
で
は
寛
永
期
細
川
氏
に
よ
る
「
地
撫
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

仰
安
藤
箭
一
「
近
世
初
期
肥
後
国
農
村
の
社
会
櫛
成
」
（
経
済
理
論
九
）

同
「
近
世
九
州
に
於
け
る
農
民
闇
の
分
化
・
一
（
『
九
州
経
済
史
研
究
第
一

集
』
）
、
宮
川
満
「
後
進
地
域
に
お
け
る
封
建
制
の
展
開
」
（
『
太
閤
検
．

地
論
第
Ⅱ
部
』
所
収
）
、
花
岡
興
趣
「
近
世
村
落
の
展
開
」
（
『
飽

田
町
史
』
）
、
小
野
重
雄
「
慶
長
拾
三
年
肥
後
国
鶴
羽
田
村
検
地
帳
」

（
商
法
経
輪
叢
、
の
１
）
同
「
肥
後
国
検
地
諸
帳
の
分
析
」
（
商
法
経

愉
叢
旧
の
２
）
、
熊
本
近
世
史
の
会
『
肥
後
国
検
地
帳
の
蕊
礎
的
研
究

．
Ｉ
』
（
年
報
熊
本
近
世
史
昭
和
卵
年
）

②
森
田
誠
一
「
肥
後
国
検
地
諸
帳
に
つ
い
て
」
（
熊
本
史
学
２
号
）
、
松

尾
剛
「
肥
後
国
検
地
諸
帳
目
録
解
説
」
、
花
岡
興
輝
「
肥
後
の
検
地

帳
」
（
熊
本
史
学
”
号
）

③
天
正
十
五
年
十
月
廿
一
日
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
（
『
相
良
家
文
番
之

二
』
）
ほ
か

掛
「
相
良
統
俊
肥
後
国
検
地
覚
醤
」
（
『
大
分
県
史
料
⑧
』
所
収
成
恒
文

密
）
、
花
岡
興
郵
「
前
掲
論
文
」

⑤
花
岡
興
趣
「
前
掲
論
文
」
、
『
肥
後
国
検
地
諸
帳
目
録
』
（
熊
本
史
学

明
治
初
年
の
「
肥
後
豊
後
検
地
諸
帳
目
録
上
甑
蔭
ｋ
れ
ぱ
、
寛
永
期
の
検
地

諸
帳
Ｉ
「
検
地
帳
」
・
「
見
図
帳
」
・
「
名
寄
帳
」
・
「
地
撫
帳
」
・
「
屋
敷

間
数
帳
」
・
「
蔵
納
帳
」
・
「
小
前
帳
」
ｌ
は
一
三
三
五
冊
で
あ
り

そ
の
う

ち
一
二
七
二
冊
は
「
地
撫
帳
」
で
あ
っ
た
。
「
地
撫
帳
」
は
第
一
表
で
染
る
よ

う
に
必
ら
ず
し
も
細
川
氏
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
入
国
以
前

に
も
作
成
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
他
に
「
検
地
帳
」
・
「
見
図
帳
」
と
呼
ば
れ

螺
雛
噸
椛
維
態
繊
詳
潔
鯛
灘
繍
捌
畿
蝋
馳

た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
或
い
は
逆
に
細
川
氏
に
よ
る
地
撫
は
先
代
加

藤
氏
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
た
地
撫
を
継
承
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
両
者

唖
縄
淵
騰
綴
際
噸
雑
溌
溶
雛
や
総
潔
撫
雛
諏

吃
年
（
蔵
納
地
）
と
Ｍ
１
肥
年
（
給
知
）
に
肥
後
全
域
を
覆
っ
て
い
る
こ
と
で

⑩ ⑨ 7）（６）

会
編
）

熊
本
県
収
税
風
細
川
興
勝
編
『
肥
後
豊
後
検
地
諸
帳
目
録
上
』

「
全
右
霞
」
、
花
岡
興
輝
「
地
撫
と
領
内
巡
視
」
（
『
城
南
町
史
』
近

世
）『

肥
後
国
検
地
目
録
』
、
『
肥
後
先
哲
偉
頚
正
統
』
田
添
源
次
郎
の
項

「
地
引
合
仕
法
霞
」
（
肥
祷
藩
農
村
史
料
一
）

藤
岡
文
番
（
県
立
図
書
館
蔵
）
斉
蔵
家
文
醤
（
菊
池
郡
合
志
町
）

花
岡
興
輝
「
前
掲
論
文
」

一
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第一･表寛永年間における地撫帳（明治初年）

lＩ
縄
一

※ 1)目録には「山鹿郡西安寺村」とある１冊は玉名郡に入れた．

(2)寛永１０年田畑撫竿帳益城郡２冊（上島組、村名不詳）を含む。

離検地績帳目録上｣によ

--,年度
1抵亨へ

綴
詮
一
窪

山鹿

山本

菊池

合志

空
》

壁
峨

竺
麺
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一

’

二
一
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１
一
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一
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１
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１
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１１
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１
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一
一
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．
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５５

３１
●一

廻
塑
麹

１９
＝一

５５

･２８

空
塑
諏

ｕ
ｕ
鑑

２５

２

６２３

一一■

－－

３

３

１

７

６２

５

１

４

必
型
妬

１

４５

１２０

１４
－

２６

３５９

寛永1６
－

一一－一

(1)144

１

一一一4

－ －

１４５

寛永1７
一一一

■

一一‐一●÷ー

３

＝●一一

２

一一●一●凸
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２
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△
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■
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１
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５
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２
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邪
一
坐
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一
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３
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あ
る
。
細
川
氏
は
こ
の
地
撫
に
よ
っ
て
領
内
全
農
村
を
把
握
し
た
と
い
え
る
。
現
存
す
る
琶
永
一
○
年
の
地
撫
帳
に
よ
れ
ば
、
山
鹿
郡
寺
嶋
村
電
野
合
、
蔵

細
川
氏
入
国
後
の
地
撫
に
は
一
一
つ
の
段
階
が
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
細
川
忠

納
分
と
思
わ
れ
る
二
一
一
八
石
余
に
つ
い
て
彦
右
衛
門
以
下
七
人
の
名
賄
人
ご
と

鼎
潔
脇
維
難
癖
難
病
縦
鯛
解
鯛
瀦
鴨
雛
鶏
締
騨
灘
脳
鱗
縄
報
濡
止
騨
龍
鵠
職
一
一
一
識
、
、
潔

態
把
握
に
意
を
注
い
た
が
、
庄
屋
・
百
姓
の
申
立
て
に
不
信
感
を
も
ち
「
高
と
も
前
代
の
ま
奥
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
年
一
月
の
「
村
と
一
帳
二
高
何
程
と
番

物
成
と
庄
屋
二
櫓
せ
候
へ
〈
、
又
小
盲
性
申
候
と
事
之
鍵
申
像
叉
加
藤
平
付
候
分
御
改
難
成
候
、
其
村
之
内
作
人
め
ん
め
ん
一
一
醤
付
扱
高
を
く
坐
り
候

左
衛
門
古
帳
之
面
を
見
候
へ
〈
、
是
又
か
は
く
二
違
申
」
「
百
姓
は
免
を
も
ら
ヘ
ハ
帳
前
う
た
か
い
な
く
候
、
扱
庄
屋
方
小
百
性
へ
高
物
成
・
田
地
之
上
中
下

ひ
か
く
し
申
候
故
、
何
を
物
成
の
な
ら
し
可
仕
棟
無
御
確
裡
述
ぺ
て
い
る
．
３
小
物
成
童
て
寄
付
、
判
を
仕
、
渡
歴
候
へ
と
可
申
班
鴎
が
指
令
に
応
じ
た

こ
う
し
た
現
実
を
ふ
ま
え
て
、
四
月
八
日
に
は
次
の
通
達
を
出
し
て
耕
地
の
実
も
の
と
ふ
ら
れ
る
。

態
把
握
に
乗
り
出
し
た
、
も
う
一
つ
の
「
玉
名
郡
内
川
手
永
大
屋
村
地
撫
御
帳
電
ぽ
寛
永
一
○
年
三
月

郡
中
へ
可
申
通
事

の
奥
番
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
記
域
の
様
式
は

一
、
郡
中
の
村
中
、
田
は
た
上
中
下
九
段
二
仕
候
て
番
吐
飼
坤

汚
辱
啓
睡
壱
畝
九
歩

一
、
き
膳
の
む
ら
、
一
村
切
二
ひ
ろ
き
を
せ
は
寿
所
へ
な
し
、
ろ
く
二
可
仕
候
中
皿
謹
翫
壱
反
壱
畝
九
歩
吉
右
繍
門

気
む
ま
へ
一
一
櫓
付
可
上
候
、
其
上
む
ら
有
之
よ
し
申
さ
れ
て
候
て
候
事
拘
り
ね

元
中
壱
畝
拾
弐
歩

時
分
〈
百
性
之
ひ
ま
次
第
二
尤
二
候
、

中
田
錆
剛

畝
拾
弐
歩
同
人

以
上

一
一
』
雛
縄
湖
嫉
齢
灘
舗
健
継
鵠
蝿
淵
に
可
仕
候
」
離
翻
瞬
蒋
鑑
．
溺
嘩
淵
踊
鴻
織
鋤
鮮
瀦
率
稀

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
地
撫
と
解
せ
印
狩
る
し
、
ま
た
同
年
の
地
撫
帳
も
現
存
る
。
こ
の
村
は
田
畠
・
屋
敷
を
組
と
思
わ
れ
る
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
記

し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
同
年
五
月
の
奉
行
辿
瑠
覚
翫
蔭
、
実
施
の
範
囲
を
「
御
戦
す
る
ほ
か
、
寺
鴫
村
と
異
な
っ
て
田
畠
と
も
に
上
と
．

上
・
中
・
下
・
下
と

検
地
之
儀
は
竿
之
広
き
御
郡
迄
被
仰
付
、
其
外
之
御
郡
ハ
其
ま
、
、
被
召
睡
可
然
の
五
段
に
分
け
て
い
る
。

（
酒
）

奉
存
候
事
」
と
限
定
し
て
お
り
、
細
川
領
全
域
に
行
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
ま
た
箪
永
一
○
年
四
月
の
「
山
鹿
郡
古
閑
村
田
畠
名
寄
帳
写
」
は
表
題
の
ご

で
、
後
述
の
蛮
永
一
二
年
以
降
の
地
撫
と
異
な
る
系
統
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
〆
》
と
く
名
寄
形
式
を
取
る
が
、
寺
嶋
村
と
同
じ
く
上
・
中
・
下
の
一
一
一
段
の
位
取
り

る

で
、
間
に
は
「
先
代
御
免
勝
高
」
を
記
す
な
ど
、
寺
娘
村
と
同
じ
記
職
方
法
を

－１７６－



取
っ
て
い
る
。

僅
か
三
例
し
か
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
だ
け
で
は
何
と
も
云
え
な
い

が
、
少
な
く
と
も
表
現
法
・
内
容
に
相
違
が
あ
り
、
統
一
的
に
な
さ
れ
た
も
の

で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

現
段
階
で
は
加
藤
氏
に
よ
る
地
撫
に
関
す
る
史
料
は
全
く
得
ら
れ
な
い
の
で

そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
得
な
い
が
、
第
一
表
に
よ
れ
ば
加
藤
氏
の
地
撫
は
部

分
的
に
行
な
わ
れ
た
も
の
の
如
く
で
あ
り
、
ま
た
当
然
加
藤
氏
に
よ
る
位
取
・

石
盛
が
採
用
さ
れ
で
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
軍
永
一
○
年
の
地
撫

の
う
ち
山
鹿
郡
寺
嶋
村
の
場
合
は
、
加
藤
氏
の
地
撫
を
踏
醐
す
る
も
の
で
あ
る

か
も
知
れ
な
い
。

他
方
玉
名
郡
大
屋
村
の
地
撫
は
後
述
の
軍
永
十
二
年
以
後
の
細
川
氏
地
撫
と

同
じ
基
準
で
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
先
駆
的
形
態
と
も
云
え
よ
う
。

⑪
細
川
興
勝
編
（
旗
本
県
立
図
審
館
蔵
）

⑫
安
藤
糖
一
「
近
世
初
期
肥
後
の
地
撫
」
（
熊
本
史
学
４
号
）

⑬
明
治
初
年
の
横
地
賭
帳
の
残
存
実
績
か
ら
樵
定
す
る
が
、
慶
長
期
の
場

合
も
慶
長
九
（
一
六
○
六
冊
）
・
一
二
年
（
六
三
七
冊
）
・
一
一
一
一
年

（
三
三
四
冊
）
が
記
録
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
年
は
一
○
○
冊
以
下
で

あ
り
、
多
く
残
っ
て
い
る
年
に
検
地
が
行
な
わ
れ
、
他
は
補
充
・
手
直

し
程
度
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑭
御
郡
方
文
露
（
永
青
文
庫
）

⑮
細
川
忠
利
番
状
（
『
細
川
家
史
料
』
５
）

⑩
細
川
忠
状
醤
状
（
魚
住
伝
右
衛
門
宛
、
部
分
御
旧
記
１
国
郡
人
民
之
部

Ｉ
永
腎
文
庫
）

⑰
御
郡
方
文
書
（
永
青
文
庫
）

以
上
の
よ
う
に
軍
永
一
○
年
の
地
撫
は
そ
の
指
示
に
も
明
確
な
方
針
が
打
出

さ
れ
ず
過
渡
的
形
態
を
取
っ
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
要
素
が
払
拭
鑑
茄
る
の
は

琶
永
一
一
年
一
一
一
月
の
「
急
度
申
触
候
御
蔵
納
村
里
本
高
新
地
共
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
地
撫
の
位
付
の
溌
形
を
示
し
た
上
で

一
・
湖
熊
麗
議
誰
蕊
鰹
鐘
蕊
棚
謹

申
間
敷
候
、
先
代
御
検
地
之
上
中
下
ハ
入
不
申
候
、
年
埴
作
来
り
能
田

地
悪
敷
田
地
又
ハ
竿
の
よ
し
あ
し
迄
吟
味
仕
、
上
中
下
段
堪
壱
人
ノ
、

之
手
前
を
相
極
メ
、
一
村
切
其
内
一
一
て
小
村
切
二
御
調
可
被
下
候
、

（
傍
点
鉦
者
）

と
あ
り
、
先
代
加
藤
氏
の
位
付
を
否
定
し
、
新
た
に
現
実
の
地
味
に
即
し
た
上

上
・
上
・
中
・
下
・
下
埴
の
五
段
の
段
取
を
指
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
竿
を

入
れ
る
必
要
が
あ
る
所
と
し
て
．
、
先
帳
方
も
過
分
二
畝
広
キ
田
地
ハ
改
出

シ
可
申
率
、
一
、
先
根
方
過
分
一
一
せ
ぱ
キ
田
地
有
鉢
二
竿
を
入
醤
の
せ
可
申
候

事
」
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
入
に
お
い
て
始
め
て
地
撫
の
方
法
が
具
体
的
に
指
示

⑬
花
岡
興
輝
「
地
撫
と
領
内
巡
視
」
（
城
南
町
史
）

⑬
御
郡
方
文
寄
（
永
青
文
庫
）

例
「
寺
嶋
村
田
畑
地
撫
御
帳
」
（
熊
本
県
立
図
密
館
蔵
二
五
九
○
番
）

⑪
御
郡
方
文
霊
（
永
青
文
庫
）

働
照
本
県
立
図
番
館
蔵
（
三
○
二
五
番
）

⑬
．
全
右
（
二
六
四
七
番
）

一
一
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さ
れ
た
の
で
あ
魚
．

つ
い
で
翌
一
二
年
一
月
一
九
日
に
は
「
地
撫
之
儀
戸
先
日
御
触
二
付
可
被
相

延
候
得
と
先
日
申
渡
候
得
共
や
用
水
御
普
諦
荒
お
こ
し
差
合
不
申
候
様
串
候

は
、
可
成
ほ
と
一
村
切
二
も
仕
候
得
と
今
十
九
日
被
仰
渡
候
間
、
各
手
永
内
勝

手
次
第
二
無
油
断
地
撫
シ
可
被
申
付
」
と
し
、
七
月
ま
で
の
内
に
終
了
す
る
よ

凸
●
■

●

●

Ｂ

う
に
命
じ
た
。
・
こ
の
こ
と
は
ざ
っ
・
そ
く
江
戸
の
忠
利
の
許
に
報
ぜ
ら
れ
た
と
見

え
、
忠
利
の
醤
挿
障
．
、
国
中
尉
水
．
地
な
ら
し
・
根
付
之
儀
申
付
候
〈
、

、
地
撫
祉
廻
候
（

》
圭
埼
之
儀
可
恥
肉
・
得
其
憩
候
」
ど
あ
石
・
地
撫
ば
主
免

耀
灘
簾
灘
溌
蕊
篤
繊
緋
削
溌
襲
樹

し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
安
藤
氏
の
紹
介
に
な
る
蛮
永
一
二
年
以
後
の
地
撫
帳

奥
鐸
が
妾
旨
と
窺
似
し
で
い
る
源
、
逝
撫
の
実
際
に
ふ
れ
る
の
で
全
文
を
あ
げ

よ
・
弛
被
仰
付
地
撫
請
之
事

一
、
壱
反
停
付
三
百
歩
宛
庄
屋
・
百
姓
立
会
無
相
違
様
念
を
入
細
を
し
ら
へ
究

．
：
可
申
旨
奉
得
其
意
へ
私
供
手
永
中
小
庄
屋
・
御
百
姓
中
堅
申
付
候
事
箔
揃

紛
た
る
儀
仕
腫
候
は
、
重
而
従
御
公
義
縄
を
御
Ｌ
ら
ぺ
被
成
和
出
分
抵
と

其
村
中
之
家
数
迄
も
り
ま
し
可
被
成
旨
奉
得
其
煮
候

御
試
之
土
出
分
御

座
候
共
申
分
有
御
座
間
敷
候
へ
手
永
中
壱
歩
作
之
百
姓
迄
二
茂
堅
申
付
、

・
手
永
切
二
御
百
姓
前
か
欝
物
取
腫
申
候
事

一
、
上
瞥
・
上
・
中
で
下
ｑ
下
埴
之
五
段
二
地
之
位
可
相
定
冒
奉
得
其
意
候
へ

ｊ
地
主
能
地
を
も
悪
敷
様
申
候
者
惣
吟
味
仕
、
其
上
依
帖
を
申
百
姓
御
座

：
、
候
卒
、
・
地
を
か
へ
可
申
付
事

訓
一
、
御
帳
面
の
仕
立
様
、
位
・
畝
数
戸
作
主
迄
を
番
付
ｎ
石
も
り
不
仕
、
・
か
た

・
書
に
あ
さ
な
本
帳
之
上
中
下
・
畝
数
・
分
米
を
霧
付
御
帳
差
上
可
申
買

奉
得
其
意
候

．

一

・
坪
え
一
一
五
段
之
位
付
・
何
間
；
何
間
・
何
畝
何
歩
・
作
主
何
も
の
と
銘
と

・
・
名
付
社
、
小
村
切
．
一
二
・
紙
を
究
へ
先
高
何
拾
何
丁
・
分
米
何
百
何
拾
石
と

雷
立

当
竿
之
畝
反
二
者
分
米
番
付
申
間
敷
候
通
り
、
奉
得
其
意
候
事

一
、
純
を
は
り
つ
め
何
尺
何
寸
と
御
座
候
処
ハ
寸
を
捨
、
寸
分
少
不
足
御
座
候

所
．
ハ
・
尺
左
上
何
歩
葬
鞭
、
歩
之
半
を
す
て
半
歩
二
申
所
．
ハ
壱
歩
一
一
可
仕

旨
、
奉
得
其
意
候
事

‐
Ｄ

右
従
御
公
儀
御
触
渡
之
通
別
被
仰
触
承
届
候
得
共
、
為
念
重
埴
被
仰
聞
候
』
一

付
御
請
仕
上
候
《
私
共
手
永
下
ご
壱
歩
作
り
小
百
姓
迄
堅
申
付
悪
付
取
匝
候
而

、
払
後
日
相
違
之
儀
御
座
候
と
も
申
分
御
座
有
間
敷
候
所
如
件

寛
永
十
二
年
三
月

．

大
庄
屋
九
人

宇
野
．
七
右
衛
門
殿

、
大
竹
与
三
左

こ
の
請
密
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
所
は
、
側
す
で
に
安
藤
氏
の
指
摘
さ

れ
る
所
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
公
儀
純
で
な
く
村
人
立
会
で
実
施
さ
れ
た
の
で

あ
り
、
百
姓
よ
り
申
分
を
し
な
い
こ
と
。
②
上
と
・
上
・
中
・
下
・
下
瞳
の
位

付
は
惣
吟
味
で
決
定
し
、
、
異
議
が
あ
れ
ば
換
地
を
す
る
こ
と
。
③
新
し
い
石
盛

も
と

は
せ
ず

位
ｄ
畝
数
や
、
作
主
お
よ
び
本
帳
の
上
・
中
・
下
、
畝
数
、
分
米
を
記

す
。
地
撫
の
緋
果
位
。
畝
数
は
変
る
が
、
分
米
は
そ
の
ま
ふ
で
あ
る
こ
と
。
が

指
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り

重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
は
御
公
儀
が
の
御
触

渡
の
通
り
に
行
な
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
安
藤
氏
は
地
撫
帳
の
文

言
を
検
討
さ
れ
、
農
民
自
ら
の
手
に
よ
っ
て
行
な
っ
た
こ
と
に
特
色
を
見
出
さ
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れ
、
段
階
と
し
で
、
有
力
者
が
撫
合
っ
た
村
、
庄
屋
１
頭
百
姓
・
肝
煎
の
他
に

地
主
が
立
相
っ
た
村
、
惣
百
姓
立
会
っ
た
村
、
悉
・
員
を
入
札
に
よ
っ
て
選
出
し

た
村
の
例
を
あ
げ
て
村
の
進
歩
の
度
合
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
が
、
右
の
請
書
で

明
ら
か
な
よ
う
に
こ
れ
ら
文
言
は
藩
か
ら
触
渡
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
。
む
し
ろ

力
点
は
「
私
共
手
永
下
喧
壱
歩
作
り
小
百
姓
迄
堅
申
付
、
樗
物
取
置
候
而
、
於

後
日
相
違
之
儀
御
座
候
と
も
申
分
御
座
有
間
敷
候
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の

■
ｃ
Ｐ
■

で
は
な
い
か
。
従
っ
て
こ
れ
を
農
民
の
要
求
に
基
づ
く
農
民
的
検
地
と
し
て
評

価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
逆
に
懸
民
の
要
求
に
応
ず

・
る
形
を
と
っ
て
、
元
来
農
民
と
の
摩
さ
つ
を
生
じ
や
す
い
検
地
を
完
了
し
て
領

内
を
把
握
し
た
ば
か
り
溌
農
民
立
会
の
も
と
に
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
領

主
と
の
対
立
を
村
内
農
民
間
の
対
立
に
す
り
か
え
て
了
っ
た
と
云
え
よ
う
。

“
「
軍
永
Ⅷ
年
よ
り
同
旭
年
４
月
迄
御
触
状
」
（
洪
水
文
庫
刊
）
、
阿
蘇

郡
で
は
同
年
一
二
月
三
日
の
「
御
窃
出
し
」
に
よ
っ
て
地
撫
を
指
示
し

て
い
る
。
（
御
郡
方
文
書
）

㈲
軍
氷
一
二
年
二
月
二
九
日
細
川
忠
利
番
状
（
河
喜
多
五
郎
右
衛
門
、
乃

美
主
水
宛
、
県
史
料
近
世
二
！
二
○
八
・
二
五
二
）

燭
「
箪
氷
Ⅲ
年
よ
り
同
咽
年
４
月
迄
御

②
安
藤
精
一
「
近
世
初
期
肥
後
の
地
撫
」
（
熊
本
史
学
４
号
）
に
多
く
例

が
あ
る

・
一
一
一
令

細
川
氏
の
地
撫
に
お
け
る
第
一
の
段
階
か
ら
第
二
の
段
階
へ
の
移
行
は
軍
永

二
年
に
求
め
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
転
換
の
契
機
と
し
て
、
箪
永
一
○
年
九

月
九
日
の
壷
城
郡
村
と
産
屋
連
印
癖
銭
げ
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の

織
態
蕊
鱈
溌
蕊
濡
簾
蕊
誤
蓮

い
る
が
、
、
こ
う
し
た
事
態
・
の
進
行
は
庄
屋
・
農
民
に
少
な
か
ら
ぬ
動
揺
を
与

え
、
九
月
九
日
に
益
城
郡
村
と
庄
屋
一
四
六
人
が
連
珊
し
て
、
側
加
藤
氏
検
地

の
不
公
平
と
き
び
し
さ
、
②
当
土
免
の
高
免
、
③
加
藤
氏
の
苛
政
に
よ
る
農
村

の
衰
微
の
た
め
の
年
賀
皆
済
難
渋
の
三
点
を
あ
げ
、
百
姓
の
困
窮
を
既
え
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
藩
当
局
は
第
一
項
と
第
三
項
は
先
代
の
こ
と
で
あ

る
と
し
て
こ
れ
を
し
り
ぞ
け
、
第
二
項
に
つ
い
て
は
庄
屋
・
百
姓
ら
が
吟
味
の

錯
果
御
免
帳
を
上
げ
た
の
で
あ
っ
て
、
今
に
な
っ
て
蔦
と
称
す
る
の
は
不
隠

当
で
あ
る
と
し
て
し
り
ぞ
け
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
老
中
に
対
し
肥
後
国
百
姓

の
生
活
篭
を
報
じ
て
い
る
忠
利
に
と
っ
て
、
一
方
で
は
細
川
家
の
肥
後
箇

を
ひ
ぼ
う
す
る
加
藤
正
方
の
噸
雪
も
あ
り
、
庄
屋
・
百
姓
の
要
求
は
押
え
た
も

の
の
対
質
政
策
の
畷
を
樹
し
た
に
違
い
な
い
．
畷
一
一
年
一
二
月
以

来
地
撫
に
関
す
る
通
達
が
何
度
と
な
く
出
さ
れ
、
時
と
し
て
変
痩
装
れ
た
ら
し

い
こ
と
は
前
述
の
史
料
で
も
窺
え
る
蝿
岡
本
郡
山
城
村
地
驚
」
に
も
「
御

一
番
を
以
被
仰
渡
承
届
判
形
仕
り
差
上
罵
直
一
一
数
ヶ
度
御
口
上
一
一
而
被
仰

農
」
と
あ
っ
て
、
侠
重
に
率
を
運
ん
で
い
る
．

結
局
、
加
藤
時
代
の
苛
酷
な
検
地
を
手
直
し
す
る
と
い
う
こ
と
を
名
目
と
し

て
、
細
川
氏
の
地
撫
は
始
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
し
そ
の
緒
果
細
挫
は
庄
屋
・

幾
民
の
抵
抗
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
肥
後
全
域
を
篭
す
る
こ

に
成
功
し

た
。
・
寛
永
一
一
一
年
六
月
の
段
階
で
山
鹿
郡
の
蔵
納
地
が
把
握
さ
れ
て
い
る
。

（
第
二
表
）
現
存
す
る
郡
単
位
の
集
計
は
山
鹿
郡
だ
け
で
あ
る
が

恐
ら
く
各

郡
の
蔵
納
地
に
つ
い
て
集
計
が
な
さ
れ
た
筈
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
藩
財
政

の
鴬
が
確
保
さ
れ
た
に
違
い
な
い
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｢山鹿郡御蔵納地耕一紙帳」

第二表 山鹿郡御蔵納村々における先根前・元畝・耕畝

､－１８０－

先 、帳前

畝数 高
内
永荒引高無坪

毛 付

元畝 残高 耕畝

湯之町

町缶歩

125,53.20

石

1,193,11936

町セ歩

116,63.15

石

1,1C2,94603

町、七歩

100,98.27

南嶋 117,47.03 1,161,85921 101,27.02 1,044,209 94,17.15

、石 68j3６．０１ 704,2849 68,09.04 693,5796 61,78.24

宗方 7,28.18 88,9610 6,22.18 60.000 5,52.11

坂田 ､1,12.25 10,179鉦 1,03.15 9,520 0,93.27

城 9,46.25 89,7812 8,94.09 84,9424 8,01.00

麻生 野Ｉ 3,64.12 36,58134 3,51.17 34,909 3,09.19

小原 84,97.21軸 768,486 81,66.16恥 741,7435 65,45.00

高 機 49,47.28 548,9734 47,98.23 532,2477 41,98.03

上御宇田 113,51.17 1,414,6202 109,73.27 1,067,5663 97,39.24

下御宇田 121,09.07 1,070,6275 117,11.09 1,041,8961 108,03.06

上杉 12,30.02 137,397 11,28.00 117,1559 10,07.09

下杉 3,65.23 38,413 3,50.29 36,926 3,04.27

上平山 1,06.13 9,9925 1,02.08 9,645 1,00.21

下平山 9,62.28 88,4785 、9,00.25 84,264 7,99.29

久原 1２，１５２４ 134,9076 11,40.21 126,19467 １，．，０，Ａ

上津留

上内田

7,47.21
- -

187,61.28

70,773

1,828,83678

6,72.02

173,49.29

65,3075

1,711,7602

6,21.05

128,40.03

多久 71,88.14 553,85325 70,36.ｑ 534,40425 55,66.21

矢谷 1７，１１．０ 131,47608 17,08.13 131,16078 14,50.12

上永野 56,46.14 502,3396 55,14.02 486.6318 49,51.12

下永野 41006-06 434,8264 39,71.18 418,1414 32,28.27
町巷紐

6135.13

惣計
1,122,

32.2111,018,7676 834
石
創９ 6.86

1,060,
97.0810,134,15032 915,88.24



と
こ
ろ
で
、
地
撫
の
結
果
毛
付
の
位
付
・
面
萩
に
は
変
化
が
現
わ
れ
た
が
、

そ
れ
は
分
米
お
よ
び
村
高
に
は
全
く
影
雷
し
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
す
で
に

村
高
が
確
定
し
て
お
り
、
従
っ
て
村
高
は
毛
付
高
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
な
い
こ

と
を
物
跨
っ
て
い
る
。
地
撫
は
村
高
の
内
部
に
お
け
る
負
担
の
不
均
衡
を
解
消

す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
田
畠
の
石
盛
を
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
均
衡
是

正
を
は
か
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
加
藤
氏
に
お
け
る
村
高
は
石
盛
×
面
積
の
ト
ー

タ
ル
と
し
て
打
出
さ
れ
て
お
り
、
石
盛
は
上
中
下
の
各
位
に
お
け
る
標
準
生
産

力
の
表
示
で
も
あ
っ
た
が
、
軍
永
地
撫
の
鉄
果
石
盛
は
村
ご
と
に
変
化
し
て
お

り
、
生
産
力
を
表
示
す
る
基
準
と
し
て
の
意
味
を
失
っ
た
。
従
っ
て
村
高
も
生

産
力
を
表
示
す
る
も
の
で
は
な
く
な
り
、
こ
れ
に
代
る
生
産
力
表
示
と
し
て
物

成
（
収
懇
可
能
額
）
が
登
場
し
て
く
る
。
寛
永
期
細
川
領
に
お
け
る
地
撫
と
免

割
の
関
係
を
阿
蘇
郡
南
郷
木
原
谷
村
の
事
例
で
承
る
。

（
認
）

こ
の
村
の
田
畠
畝
数
は
「
南
郷
御
蔵
納
木
原
谷
村
地
撫
御
帳
」
に
よ
れ
ば
次

の
如
き
も
の
で
あ
る
。

一
紙

二
元
畝
八
町
七
畝
拾
八
歩
分
米
五
八
石
七
斗
弐
升
五
合
三
勺
八
才

田
畠
畝
数
合
拾
壱
町
弐
反
四
畝
九
歩

内

元
畝
弐
町
八
反
九
畝
九
歩
分
米
三
拾
三
石
八
斗
二
升
七
合
七
勺
弐
才

田
方
三
町
三
反
壱
畝
弐
拾
四
歩

内

元
三
反
四
畝
九
歩

上
田
三
反
六
畝
弐
拾
壱
歩

元
九
反
壱
畝
三

中
田
九
反
六
畝
三
歩

元
壱
町
弐
反
弐
畝
拾
五
歩

下
田
壱
町
三
反
弐
畝
弐
拾
七
歩

元
五
反
四
畝
拾
弐
歩

下
上
田
六
反
六
畝
三
歩

元
弐
町
八
反
四
畝
拾
八
歩
分
米
拾
八
石
八
斗
七
升
六
合
壱
勺
六
才

畠
方
三
町
弐
反
壱
畝
拾
八
歩

内

元
弐
反
七
畝

上
哩
畠
三
反
七
畝
弐
拾
四
歩

元
弐
反
壱
畝
拾
五
歩

上
畠
弐
反
四
畝
弐
拾
七
歩

元
九
反
四
畝
拾
五
歩

中
畠
壱
町
弐
反
剛
畝
拾
八
歩

元
六
反
八
畝
拾
八
歩

下
畠
七
反
五
畝
九
歩

元
七
反
四
畝

下
堪
畠
七
反

元
弐
町
三
反
三
畝
七
歩
分
米
六
石
弐
升
壱
合
五
勺

山
畠
四
町
七
反
弐
拾
七
歩

内

元
四
反
九
畝
三
歩

上
山
畠
八
反
四
畝
拾
弐
歩

元
七
反
弐
畝
六
歩

1８１



中
山
畠
壱
町
三
反
六
畝
拾
八
歩

元
壱
町
壱
反
弐
畝

下
山
畠
弐
町
四
反
九
畝
弐
拾
七
歩

高
弐
石
九
升
弐
合
壱
勺
壱
才
永
荒

惣
高
合
六
拾
石
八
斗
壱
升
七
合
五
勺

室
た
寛
永
期
肥
後
領
に
お
け
る
唯
一
の
免
割
帳
で
あ
る
「
川
ノ
ロ
村
免
割

（
割
）

帳
」
は
幸
な
こ
と
に
木
原
谷
村
六
拾
石
八
斗
壱
升
七
合
五
勺
を
含
ん
で
お
り
、

両
者
に
よ
っ
て
、
地
撫
の
結
果
が
免
割
に
如
何
に
反
映
し
て
い
る
か
を
承
る
こ

と
が
で
き
る
α
こ
の
村
の
田
方
に
つ
い
て
（
畠
方
以
下
は
省
略
）

分
米
三
拾
三
石
八
斗
弐
升
七
合
七
勺
弐
才

田
方
畝
数
三
町
三
反
壱
畝
廿
四
歩

内

上
田
三
反
六
畝
什
壱
歩

御
物
成
三
石
八
升
弐
合
八
勺
壱
反
二
付
八
斗
四
升

中
田
九
反
六
畝
三
分

御
物
成
七
石
五
斗
五
合
四
勺
：
壱
反
二
付
七
斗
八
升
壱
合

下
田
壱
町
三
反
弐
畝
廿
七
歩

・
御
物
成
九
石
三
斗

壱
反
二
付
七
斗
宛

下
堂
田
六
反
六
畝
三
歩

御
物
成
四
石
壱
斗
弐
升
六
合
四
勺
七
才
壱
反
二
付
六
斗
弐
升
四
合
弐
勺

●

五
才
宛

田
方
御
物
成
合
弐
拾
四
石
壱
升
七
合
六
勺
七
才
・

と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
地
撫
の
緋
果
を
う
け
て
い
る
が
、
分
米
は
田
方
総
数
で
示

さ
れ
る
の
蕊
で
あ
っ
て
各
等
級
に
お
い
て
は
畝
数
・
御
物
成
及
び
反
別
物
成

（
米
反
）
が
示
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
各
級
に
お
け
る
分
米
（
石
盛
に
関
連
す
る
）

は
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
免
割
に
お
い
て
物
成
額
こ
そ
が
問
題
な

の
で
あ
っ
て
、
反
別
収
謹
高
は
意
味
を
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
撫
高
の
成
立

が
物
成
を
基
準
と
し
た
と
同
じ
く
、
こ
の
「
免
割
帳
」
で
あ
る
か
ら
当
癖
冠
率
が

出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
右
の
よ
う
に
物
成
が
出
さ
れ
た
結
果
副
次
的
に
免

率
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
免
率
が
毛
付
高
に
対
し
て
で
は
な

・
く
惣
高
に
対
し
て
計
算
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
川
口
村
の
三
シ
六
分
六
朱
壱
厘
に

対
し
て
、
木
原
谷
村
で
は
五
シ
六
分
弐
朱
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
田
畠
の
分
布
の
相
違
の
結
果
物
成
額
に
差
が
生
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
第
三
表

に
み
る
よ
う
に
反
別
物
成
（
米
反
）
は
村
に
よ
っ
て
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第三表寛永'５年反別当物成
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こ
れ
ら
の
こ
と
か

ら
類
推
す
る
と
、
地

撫
は
必
ら
ず
し
も
正

当
な
生
産
額
を
客
観

的
に
把
握
す
る
た
め

の
も
の
で
は
な
く
、

物
成
額
の
納
付
を
村

内
に
お
い
て
相
対
的

に
甲
乙
な
く
位
腫
づ

け
る
た
め
に
行
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
村
に
お

け
る
収
燕
可
能
な
物



而
し
て
細
川
氏
は
百
姓
立
会
に
よ
る
地
撫
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
加

藤
氏
時
代
の
上
中
下
一
一
一
段
の
地
位
を
上
と
上
中
下
下
疋
の
五
段
に
編
成
替
え

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
詳
密
に
地
方
を
把
握
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ

の
場
合
地
撫
が
百
姓
の
申
出
に
尖
り
村
落
内
部
の
不
均
衡
を
是
正
す
る
と
い
う

確
と
な
っ
た
。

成
額
が
基
準
と
し
て
こ
れ
を
村
内
の
田
畠
の
実
態
に
応
じ
て
割
付
け
る
た
め
の

作
業
で
あ
っ
た
と
い
え

；

．
「
寛
永
御
郡
方
文

」
（
『
肥
後
藩
の
政
治
』
所
収
）

部

雪
「
御
郡
方
文
醤
」
．
（
永
青
文
庫

咋

？
細
川
三
斉
書
状
（
細
川
忠
利
宛
や
細
川
家
史
料
５
‐
犯
す
別

帥

熊
本
県
立
図
露
館
蔵
（
・
一
五
四

⑫
ｆ
全
右
蔵
「
山
鹿
郡
御
蔵
納
地
耕
一
紙
帳
」
（
二
五
一
一
．
番

・
・
㈲
・
熊
本
県
立
図
番
館
蔵
（
三
九
一
五
番
）

“

川
口
文
書
（
『
熊
本
県
史
料
中
世
篇
３
』
所
収
）

・

森
山
恒
雄
「
地
方
知
行
の
一
考
察
一
（
『
肥
後
細
川
藩
の
概
造
』
所
収
）

む
す
ぴ

以
上
の
検
討
に
ょ
て
、
軍
永
期
肥
後
の
地
撫
に
は
、
側
寛
永
七
年
以
前
の
加

藤
氏
に
よ
る
地
撫
、
②
露
永
ｍ
１
Ⅲ
年
の
細
川
氏
に
よ
る
、
加
藤
氏
の
地
撫
の

継
承
お
よ
び
細
川
氏
独
自
の
槻
式
の
混
在
、
③
寵
氷
咽
年
以
降
の
、
細
川
氏
独

自
の
地
撫
の
三
段
階
が
あ
る
こ
と
、
③
の
段
階
に
は
、
イ
蔵
納
地
を
対
象
と
す

る
寛
永
旭
年
の
地
撫
、
ロ
給
知
を
対
象
と
す
る
軍
氷
叫
年
の
地
撫
（
一
部
に
例

え
ば
寛
永
昭
年
の
山
本
・
八
代
両
郡
、
寛
永
帖
年
の
玉
名
郡
の
よ
う
な
積
承
残

し
の
分
を
含
む
）
、
ハ
箪
氷
旧
年
以
降
の
地
撫
、
の
三
様
が
ゑ
ら
れ
る
点
が
明

形
を
と
り
な
が
ら
、
実
は
領
内
全
域
の
把
握
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て

も
っ
と
も
巧
妙
な
地
方
の
実
態
把
握
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
来

地
撫
の
評
価
と
し
て
、
百
姓
立
会
が
村
落
民
主
性
の
表
現
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

傾
向
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
点
離
の
政
策
と
し
て
百
姓
立
会
の
地
撫
が
な
さ
れ
た

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
評
価
は
改
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
の
問
題
は
地
撫
に
お
い
て
明
確
に
さ
れ
た
地
稜
の
実
態
は
全
く
願

ぶ
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
で
あ
る
。
地
撫
の
結
果
地
積
に
変
動
が
出
て
も
、
村
高

に
は
影
響
せ
ず
、
村
内
に
お
け
る
物
成
負
担
に
は
変
化
が
ふ
ら
れ
な
い
。
以
後

石
盛
は
実
質
的
な
意
味
を
失
っ
て
、
以
後
物
成
額
が
共
準
と
な
っ
て
来
る
の
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
が
生
産
力
に
照
応
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な

の
で
あ
り
、
村
舗
に
よ
る
物
成
額
を
村
人
が
い
か
に
甲
乙
な
く
負
担
す
る
か
を

村
自
体
に
決
定
さ
せ
る
た
め
の
作
業
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
地
撫
の
結
果
免
率
は
村
ご
と
に
異
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
に
至
っ

た
。

183


	表題
	はじめに
	一
	二
	三
	むすび



